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平成31年３月25日告示第13号

改正

令和３年３月25日告示第36号
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韮崎市小規模企業者小口資金利子補給金交付要綱

（趣旨）

第１条　この告示は、韮崎市小規模企業者小口資金融資促進条例（平成12年３月韮崎市条例第５号）に基づく融資（次条において「小口資金」という。）を受けた小規模企業者に対し借入れの

負担軽減を図るため、予算の範囲内において利子の一部を補給するものとし、その交付に関しては、韮崎市補助金等交付規則（昭和63年12月韮崎市規則第20号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。

（交付対象者）

第２条　利子補給金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(１)　小口資金のうち普通資金の融資を平成31年４月１日から令和７年３月31日までに新たに受けた者のうち、遅滞なく、償還している者又は完済した者

(２)　本市に納付すべき市税等を滞納していない者

（利子補給の期間）

第３条　利子補給の対象となる期間（次条において「対象期間」という。）は、約定利子を支払った最初の日の属する月から１年以内とする。

（利子補給金の額）

第４条　利子補給金の額は、対象期間の算出した支払済みの利子（ただし、延滞に係る利子を除く。）に50パーセントの割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とし、同一の法人又は個人に対する利子補給金は、年間10万円を限度とする。

（交付申請）

第５条　利子補給金の交付を受けようとする者は、韮崎市小規模企業者小口資金利子補給金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、融資を受けた日から30日以内に市長に提

出しなければならない。

(１)　法人にあっては登記簿謄本又は登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(２)　本市に納付すべき市税等を滞納していないことを明らかにする書類

(３)　契約金融機関の発行する支払額明細書

(４)　その他市長が必要と認める書類

（交付決定）

第６条　市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給金の交付の可否を決定したときは、韮崎市小規模企業者小口資金利子補給金交付・不交付決定通知書

（第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。

（利子補給金の請求）

第７条　前条の通知を受けた者は、次の各号に掲げる利子の支払うべき期間に応じて、それぞれ当該各号に定める日までに、韮崎市小規模企業者小口資金利子補給金交付請求書（第３号様

式）に利子の支払を証する書類又はその写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(１)　４月１日から９月30日までの間　10月10日まで

(２)　10月１日から翌年３月31日までの間　４月10日まで

２　市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

（利子補給金の取消し）

第８条　市長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、その交付の決定を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずること

ができる。

(１)　利子補給金の交付の決定の内容、法令又はこの告示に違反したとき。

(２)　偽りその他不正の手段により、利子補給金の交付を受けたとき。

(３)　約定どおり元金の返済及び利子を支払っていないとき。

(４)　当該融資による借入金が申込みどおりの用途に使われてないとき。

２　前項に規定する利子補給金の交付の決定の取消しは、韮崎市小規模企業者小口資金利子補給金交付決定取消通知書（第４号様式）により通知するものとする。

（報告及び調査）

第９条　市長は、必要があると認める場合は、利子補給金の交付を受けた者に貸付状況の報告を求め、又はその内容を調査することができる。

（補則）

第10条　この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この告示は、平成31年４月１日から施行する。

（この告示の失効）

２　この告示は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。

（失効後の経過措置）

３　この告示の失効の時において現に第６条に規定する利子補給金の交付の決定を受けた者については、この告示は、その時以後も、なおその効力を有する。

附　則（令和３年３月25日告示第36号）

（施行期日）

１　この告示は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この告示の施行の際現に改正前の韮崎市小規模企業者小口資金利子補給金交付要綱第５条の規定により利子補給金の申請をした者は、改正後の韮崎市小規模企業者小口資金利子補

給金交付要綱の規定を適用せず、なお従前の例による。

附　則（令和３年５月25日告示第59号）

この告示は、令和３年６月１日から施行する。

附　則（令和４年３月25日告示第37号）

この告示は、令和４年３月31日から施行する。



第１号様式（第５条関係）



第２号様式（第６条関係）



第３号様式（第７条関係）



第４号様式（第８条関係）


